
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 山梨中銀地方創生基金 

２０２６年度助成事業 募集要項 
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公益財団法人山梨中銀地方創生基金 ２０２６年度助成事業募集要項 

 

「起業・創業に対する助成」 

 

１．助成の目的 地方創生に資する取り組みを行う山梨県及びその周辺地域の団体・個人

等に助成を行うことにより、山梨県の地域社会の繁栄と地域経済の活性

化に寄与することを目的とします。 

２．助成対象者 （１）２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日までに、山梨県内

で起業・創業を予定する、又は起業・創業した法人・個人 

（２）起業・創業を支援する団体等 

ただし、自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当するものを除

きます。 

・暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ） 

・暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ） 

・自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

・暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど、直接若しくは積極的に暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有している者 

・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

・以上に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団

体又は個人でないこと 

(注)これまでに当財団法人の助成金交付先に選定された皆さまのご応募

はご遠慮ください。ただし、「U・I・J ターンする個人に対する助成

事業」の助成金交付先に選定された皆さまのご応募は可能です。 

３．助成内容 （１）２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日までに、山梨県内

で起業・創業を予定する、又は起業・創業した法人・個人に対して起

業・創業に係る費用を助成します。 

（２）山梨県内で起業・創業を支援する団体等に対して起業・創業支援

に係る費用を助成します。 

４．助成金額等 助 成 金 額 ：いずれも１先あたり２００万円以内（２００万円を上限 

に審査により決定いたします） 

助成予定先数：１３先（審査結果により増減する場合があります） 

５．助成金の使途 使途制限無し（ただし、役員報酬、交際費を除きます） 

６．応募期間 ２０２６年５月７日(木)～ １０月２日(金) 

７．スケジュール ２０２７年１月に助成先を決定し、２０２７年２月に助成金交付式を開 

催・助成金を交付します。 
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８．応募方法 ・応募申込書、事業計画書を当財団ホームページからダウンロードし、

必要事項を記載のうえ、電子メールにて応募してください(締切日 ２

４時まで)。なお、添付資料(運転免許証写し・定款写し・返信用封筒等)

は当財団事務局あて郵送してください(締切日消印有効)。 

 ホームページ：http：//www.yamanashi-chihousousei.or.jp 

メールアドレス：yck@yamanashi-chihousousei.or.jp 

郵送先：〒400-0016山梨県甲府市武田 2丁目 9番 4号 

          公益財団法人山梨中銀地方創生基金 事務局 

※提出書類については、返却いたしませんので予めご了承ください。 

９．選考方法 ・当財団事務局が調査・検討した後、選考委員会において取組内容、地

域への寄与度、資金使途等について厳正かつ公正な審査・選考を行い、

理事会にて助成先及び助成金額を決定します。 

※選考結果は、書面にて通知します。 

※選考結果及び理由等に関するお問い合わせには応じかねますので、 

ご了承ください。 

１０．助成先の公表 ・助成決定先は、原則として氏名（企業名、団体名）、助成金額、応募概

要を当財団ホームページ等で公表します。 

１１．助成後の報告等 

 

 

 

 

 

 

・助成を受けられた方は、以下のとおり助成事業報告書・資料の提出が

必要となります。なお、詳細は助成金交付後に別途連絡します。 

（１）法人・個人：２０２７年から２０２９年まで毎年９月に取組成果

や助成金使途等についての助成事業報告書、決算書

又は確定申告書（写）の提出が必要となります。 

（２）団 体 等：２０２８年から２０３０年まで毎年３月に取組成果

や助成金使途等についての助成事業報告書、決算書

又は確定申告書(写)の提出が必要となります。 

※報告書の提出なき場合は、助成金を返還していただく事があります。 

１２．個人情報保護に 

関する事項 

・当財団が助成に関して取得する個人情報は、選考作業、選考結果の通

知など、業務に必要な範囲に限定して取り扱います。 

・応募書類に記載された個人情報は、法令等の定める場合を除き、事前

に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。ただし、

助成決定先の情報については、原則として当財団ホームページ等で公

表します。 

１３．お問い合わせ先 〒400-0016山梨県甲府市武田 2丁目 9番 4号 

公益財団法人山梨中銀地方創生基金 事務局 

ＴＥＬ０５５－２５５－６１０５ 

受付時間：月曜日～金曜日 ９時～１７時 

（ただし、祝日・１２月２９日～１月３日は除きます） 
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公益財団法人山梨中銀地方創生基金 ２０２６年度助成事業募集要項 

 

「地域産業資源を活用した事業又は地域経済活性化を図る活動に対する助成」 

 

１．助成の目的 地方創生に資する取り組みを行う山梨県及びその周辺地域の中小企業等

に助成を行うことにより、山梨県の地域社会の繁栄と地域経済の活性化

に寄与することを目的とします。 

２．助成対象者 山梨県及びその周辺地域に本店又は主たる工場･事務所等を有し（又はこ

れから有する）、山梨県の農林水産物、鉱工業品、観光資源等の地域産業

資源を活用した事業又は地域経済活性化を図る活動を行う個人、団体及

び中小企業（※１）等。 

ただし、自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当するものを除き

ます。 

・暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ） 

・暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ） 

・自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

・暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど、直接若しくは積極的に暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有している者 

・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

・以上に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団

体又は個人でないこと 

(注)これまでに当財団法人の助成金交付先に選定された皆さまのご応募

はご遠慮ください。ただし、「U・I・J ターンする個人に対する助成

事業」の助成金交付先に選定された皆さまのご応募は可能です。 

 

※１ 中小企業の範囲は、以下の資本金基準または従業員基準のいずれ

かを満たす企業とする。 

業 種 資本金基準 従業員基準 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

ソフトウェア業・情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

ゴム製品製造業 ３億円以下 ９００人以下 

製造業・その他 ３億円以下 ３００人以下 
 

３．助成内容 山梨県の農林水産物、鉱工業品、観光資源等の地域産業資源を活用した

事業に係る研究開発、製品化、販路開拓等の費用又は地域経済活性化を

図る活動に係る費用を助成します。 
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４．助成金額等 助 成 金 額：１先あたり１００万円以内（１００万円を上限に審査に 

より決定いたします） 

助成予定先数：９先（審査結果により増減する場合があります） 

５．助成金の使途 使途制限無し（ただし、役員報酬、交際費を除きます） 

６．応募期間 ２０２６年５月７日（木）～８月７日（金） 

７．スケジュール ２０２７年１月に助成先を決定し、２０２７年２月に助成金交付式を開

催・助成金を交付します。 

８．応募方法       ・応募申込書、事業計画書を当財団ホームページからダウンロードし、

必要事項を記載のうえ、電子メールにて応募してください(締切日２４

時まで)。なお、添付資料(運転免許証写し・定款写し・返信用封筒等)

は当財団事務局あて郵送してください(締切日消印有効)。 

 ホームページ：http：//www.yamanashi-chihousousei.or.jp 

メールアドレス：yck@yamanashi-chihousousei.or.jp 

郵送先：〒400-0016山梨県甲府市武田 2丁目 9番 4号 

               公益財団法人山梨中銀地方創生基金 事務局 

※提出書類については、返却いたしませんので予めご了承ください。 

９．選考方法 ・当財団事務局が調査・検討した後、選考委員会において、取組内容、

地域への寄与度、資金使途等について厳正かつ公正な審査・選考を行

い、理事会にて助成先及び助成金額を決定します。 

※選考結果は、書面にて通知します。 

※選考結果及び理由等に関するお問い合わせには応じかねますので、 

ご了承ください。 

１０．助成先の公表 ・助成決定先は、原則として氏名（企業名、団体名）、助成金額、応募概

要を当財団ホームページ等で公表します。 

１１．助成後の報告等 ・助成を受けられた方は、２０２７年から２０２９年まで毎年９月に、

取組成果や助成金使途等についての助成事業報告書、決算書又は確定

申告書（写）の提出が必要となります。 

なお、詳細は、助成金交付後に別途連絡します。 

※報告書の提出なき場合は、助成金を返還していただく事があります。 

１２．個人情報保護に 

関する事項 

・当財団が助成に関して取得する個人情報は、選考作業、選考結果の通

知など、業務に必要な範囲に限定して取り扱います。 

・応募書類に記載された個人情報は、法令等の定める場合を除き、事前

に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。ただし、

助成決定先の情報については、原則として当財団ホームページ等で公

表します。 

１３．お問い合わせ先 〒400-0016山梨県甲府市武田 2丁目 9番 4号 

公益財団法人山梨中銀地方創生基金 事務局 

ＴＥＬ ０５５－２５５－６１０５  

受付時間：月曜日～金曜日 ９時～１７時 

（ただし、祝日・１２月２９日～１月３日は除きます） 
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公益財団法人山梨中銀地方創生基金 ２０２６年度助成事業募集要項 

 

「Ｕ･Ｉ･Ｊターンする個人に対する助成」 

 

１．助成の目的 Ｕ･Ｉ･Ｊターンにより山梨県内の中小企業等で就職、居住しようとす

る学生・個人に助成を行うことにより、地域社会の繁栄と地域経済の

活性化に寄与することを目的とします。 

２．助成対象者 ２０２６年５月１日から２０２７年４月３０日までの間に、Ｕ･Ｉ･Ｊ

ターンにより山梨県内の中小企業等へ新たに就職（正規雇用者に限る）

し、かつ、山梨県に居住する個人（予定者を含む）。 なお、２０２５

年１１月１５日以降に新たな就職先が決定し、同日から２０２６年４

月３０日までの間に就職された方を含みます。 

（注１）山梨県内への住民票移動が必要となります。なお、住民票が山梨県内にあ 

り山梨県外の大学等に在籍する方もご応募できます。 

ただし、自己が、次のいずれかに該当するものを除きます。 

・暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ） 

・自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ）又は暴力団員を利用している者 

・暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など、直接若しくは積極的に暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有している者 

・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（注２）これまでに当財団法人の助成金交付先に選定された皆さまの 

ご応募はご遠慮ください。 

３．助成内容 山梨県内の地域社会繁栄又は地域経済活性化に寄与することを目的と

して、山梨県内に就職、居住する個人（予定者を含む）に対して、就職

や転居に係る費用等を助成します。 

４．助成金額等 助 成 金 額：１人あたり３０万円以内（３０万円を上限に審査により 

決定いたします） 

（注）就職先が応募時と異なる場合は助成金全額を返還していただきます。 

助成予定人数：１０人（審査結果により増減する場合があります） 

５．助成金の使途 使途制限無し 

６．応募期間 ２０２６年５月７日（木）～１１月１３日（金） 

７．スケジュール ２０２７年１月に助成先を決定し、２０２７年２月に助成金交付式を

開催・助成金を交付します。 

（注１） 
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８．応募方法 ・応募申込書、事業計画書を当財団ホームページからダウンロードし、

必要事項を記載のうえ、電子メールにて応募してください(締切日２４

時まで)。なお、添付資料(運転免許証写し、内定通知書等写し、返信用

封筒等)は当財団事務局あて郵送してください(締切日消印有効)。 

 ホームページ：http：//www.yamanashi-chihousousei.or.jp 

メールアドレス：yck@yamanashi-chihousousei.or.jp 

郵送先：〒400-0016山梨県甲府市武田 2丁目 9番 4号 

           公益財団法人山梨中銀地方創生基金 事務局 

※提出書類については、返却いたしませんので予めご了承ください。 

９．選考方法 ・当財団事務局が調査・検討した後、選考委員会において、取組内容

や地域への寄与度等について厳正かつ公正な審査・選考を行い、理

事会にて助成先及び助成金額を決定します。 

※選考結果は、書面にて通知します。 

※選考結果及び理由等に関するお問い合わせには応じかねますので、

ご了承ください。 

１０．助成先の公表 ・助成件数、助成金総額を当財団ホームページ等で公表します。 

１１．助成後の報告等 ・助成を受けられた方は、以下のとおり報告書の提出が必要となりま

す。なお、詳細は助成金交付後に別途連絡します。 

（１）２０２７年４月末日までに就職先等の報告書の提出が必要とな 

ります。 

（２）２０２８年から２０３０年まで毎年３月に、取組成果や助成金

使途等についての助成事業報告書の提出が必要となります。 

※報告書の提出なき場合は、助成金を返還していただく事があります。 

１２．個人情報保護に 

関する事項 

・当財団が助成に関して取得する個人情報は、選考作業、選考結果の

通知など、業務に必要な範囲に限定して取り扱います。 

・応募書類に記載された個人情報は、法令等の定める場合を除き、 

事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。 

１３．お問い合わせ先 〒400-0016山梨県甲府市武田 2丁目 9番 4号 

公益財団法人山梨中銀地方創生基金 事務局 

ＴＥＬ ０５５－２５５－６１０５ 

受付時間：月曜日～金曜日 ９時～１７時 

（ただし、祝日・１２月２９日～１月３日は除きます） 
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公益財団法人山梨中銀地方創生基金 ２０２６年度助成事業募集要項 

 

「技術等向上に取り組む個人に対する助成」 

 

１．助成の目的 山梨県に居住し高度な技能・技術・知識向上に積極的に取り組む個人

に助成を行うことにより、山梨県の地域社会の繁栄と地域経済の活性

化に寄与することを目的とします。 

２．助成対象者 山梨県に居住し、高度な技能・技術・知識向上に積極的に取り組み、将

来、山梨県内においてこれらの成果を活用しようとする個人。 

ただし、自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当するものを除

きます。 

・暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ） 

・暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ） 

・自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

・暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など、直接若しくは積極的に暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有している者 

・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

・以上に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の

団体又は個人でないこと 

(注)これまでに当財団法人の助成金交付先に選定された皆さまのご応

募はご遠慮ください。ただし、「U・I・J ターンする個人に対する

助成事業」の助成金交付先に選定された皆さまのご応募は可能です。 

３．助成内容 山梨県内の地域社会繁栄又は地域経済活性化への寄与を目的として、

高度な技能・技術・知識向上を図るための費用を助成します。 

４．助成金額等 助 成 金 額 ：１人あたり５０万円以内（５０万円を上限に審査によ 

り決定いたします） 

助成予定人数：２人（審査結果により増減する場合があります） 

５．助成金の使途 使途制限無し 

６．応募期間 ２０２６年５月７日（木）～１１月１３日（金） 

７．スケジュール ２０２７年１月に助成先を決定し、２０２７年２月に助成金交付式を

開催・助成金を交付します。 
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８．応募方法 ・応募申込書、事業計画書を当財団ホームページからダウンロードし、

必要事項を記載のうえ、電子メールにて応募してください(締切日 

２４時まで)。なお、添付資料（運転免許証写し・返信用封筒等）は

当財団事務局あて郵送してください(締切日消印有効)。 

 ホームページ：http：//www.yamanashi-chihousousei.or.jp 

メールアドレス：yck@yamanashi-chihousousei.or.jp 

郵送先：〒400-0016山梨県甲府市武田 2丁目 9番 4号 

               公益財団法人山梨中銀地方創生基金 事務局 

※提出書類については、返却いたしませんので予めご了承ください。 

９．選考方法 ・当財団事務局が調査・検討した後、選考委員による一次審査後、選

考委員会において取組内容や地域への寄与度等について、助成候補

者との面接を実施し、厳正かつ公正な審査・選考を行った上で、理

事会にて助成先及び助成金額を決定します。 

※選考結果は、書面にて通知します。 

※選考結果及び理由等に関するお問い合わせには応じかねますので、

ご了承ください。 

１０．助成先の公表 ・助成件数、助成金総額を当財団ホームページ等で公表します。 

１１．助成後の報告等 ・助成を受けられた方は、２０２８年から２０３０年まで毎年３月に、

取組成果や助成金使途等についての助成事業報告書の提出が必要と

なります。なお、詳細は、助成金交付後に別途連絡します。 

※報告書の提出なき場合は、助成金を返還していただく事があります。 

１２．個人情報保護に 

関する事項 

・当財団が助成に関して取得する個人情報は、選考作業、選考結果の

通知など、業務に必要な範囲に限定して取り扱います。 

・応募書類に記載された個人情報は、法令等の定める場合を除き、 

事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。 

１３．お問い合わせ先 〒400-0016山梨県甲府市武田 2丁目 9番 4号 

公益財団法人山梨中銀地方創生基金 事務局 

ＴＥＬ ０５５－２５５－６１０５  

受付時間：月曜日～金曜日 ９時～１７時 

（ただし、祝日・１２月２９日～１月３日は除きます） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 2026.04） 

＜お問い合わせ先＞ 

公益財団法人山梨中銀地方創生基金 事務局 

〒400-0016山梨県武田２丁目９番４号  

ＴＥＬ ０５５-２５５-６１０５ 受付時間：月曜日〜金曜日 ９時〜１７時 

（ただし、祝日・１２月２９日〜１月３日は除きます） 

ＵＲＬ http：//www．yamanashi-chihousousei.or.jp 


